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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　障子と、縦枠を備え、障子の戸先側部に取手を設けてあり、縦枠に障子の移動を規制す
る錠の操作部を設けてあり、操作部は、上下方向にスライド移動し、下側位置で錠を解錠
するものであって、少なくとも解錠時に、操作部に親指を載せた状態で、取手に他の指が
掛かるものであることを特徴とする建具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、取手と錠を備える建具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、玄関引戸などにおいて、障子を施錠するための錠を備える場合、非特許文献１及
び図４に示すように、障子１０１の戸先框１１１に錠の操作部１０５を設けてある。この
操作部１０５を上下動させることにより、障子１０１の戸先からデッドボルトが突没して
縦枠１０２に設けた受部に係脱し、施解錠するものである。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
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【非特許文献１】「玄関引戸総合カタログ（ＳＴＪ１２４８Ａ）」、三協立山株式会社、
２０１６年５月、ｐ．２２４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このように障子１０１の戸先框１１１に錠の操作部１０５を設けるには
、戸先框１１１の見付幅を太くしなければならなかった。これに対し、意匠上の観点から
、戸先框の見付幅を細くすることが求められていた。
【０００５】
　本発明は、上記事情を鑑みたものであり、取手と錠を備え、戸先框の見付幅を細く形成
できる建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、障子と、縦枠を備え、障子の戸先側部に取手を設けてあり、縦枠に障子の移
動を規制する錠の操作部を設けてあり、操作部は、上下方向にスライド移動し、下側位置
で錠を解錠するものであって、少なくとも解錠時に、操作部に親指を載せた状態で、取手
に他の指が掛かるものであることを特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、錠の操作部を障子ではなく縦枠に設けてあるので、障子には取手のみ
を設ければよく、戸先框がある場合にはその見付幅を細くすることができる。そして、少
なくとも解錠時に、操作部に指を載せた状態で、取手に他の指が掛かるものなので、障子
を開く際、片手での操作、すなわち一方の手で錠の操作部を下げて解錠し、そのまま同じ
手を取手に掛けて障子を開く操作が容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の建具の取手及び錠部分の拡大図であり、（ａ）は室内側正面図、（ｂ）
は操作部の側面図である。
【図２】建具の室内側正面図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、障子の開操作の説明図である。
【図４】従来の建具の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。この建具は、種々の構成のもの
を含み、種々の用途に用いられるものであるが、ここでは玄関引戸の場合を例に挙げる。
なお、以下において左右とは、図２に示すように、玄関引戸を室内側から見た際の左右方
向を示す。図２は、この玄関引戸の室内側正面図であり、左右の縦枠２と、上枠６及び下
枠７を四周枠組みした内周側に、二枚の障子１を引き違いに納めてある。障子１は、戸先
框１１と、召合框１２と、上框１３と、下框１４を四周框組みした内周側にパネル体１５
を嵌め込んで構成したものである。なお、戸先框１１の見付幅は、後述の取手３の見付幅
よりも僅かに広いものとなっている。そして、右側の障子１の戸先框１１の室内側面の上
下方向中間部に、取手３を設けてある。また、右側の縦枠２の、取手３と略同じ高さ位置
に、縦枠２と右側の障子１を施解錠して障子１の移動を規制する錠４を設けてあり、縦枠
２の室内側面の上下方向中間部の、取手３と略同じ高さ位置に、錠４の操作部５を設けて
ある。さらに、二枚の障子１の召合框１２の、取手３と略同じ高さ位置に、左右の障子１
同士を施解錠して障子１の移動を規制する召合錠８を設けてあり、右側の障子１の召合框
１２の室内側面に、召合錠８の操作部８１を設けてある。
【００１２】
　次に、取手３と縦枠２の錠４及び操作部５について詳述する。図１に示すように、取手
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３は、正面視して矩形の凹部３１を有するものであり、平板に凹部３１を形成したものを
、凹部３１を障子１の戸先框１１の室内側面に形成した穴に嵌め込んで取り付けてある。
よって、取手３の凹部３１は障子１の戸先框１１の室内側面に対して凹んだものとなり、
取手３の凹部３１に手指を掛けて、障子１を左右に摺動して開閉できる。
【００１３】
　そして、縦枠２には、障子１を施解錠するための錠４と、この錠４の操作部５を有する
操作体５２を設けてある。錠４は、いわゆる鎌錠であって、縦枠２の内部に設けてあり、
鎌形のデッドボルト４１が縦枠２の戸当面から回転しながら突没するものである。障子１
を閉鎖した状態で、錠４のデッドボルト４１を突出させることで、デッドボルト４１が障
子１の戸先側面の受部（図示省略）に係合し、施錠される。また、操作体５２は、縦枠２
の室内側面に設けた上下に延びる角棒状の基部５１と、基部５１の上下方向中心から室内
側に向けて突出しかつ左側（障子１側）に向けて延びる角棒状の操作部５からなる。基部
５１と操作部５は一体に形成されていて上下動可能であり、上下のどの位置にあっても、
操作部５は常に取手３の凹部３１の上下幅内に納まっていて、操作部５は、障子１側に向
けて、取手３の室内側に近接している。具体的には、操作部５の左側（障子１側）の端部
から、取手３の凹部３１の左側の見込面（障子１を左側へ摺動させる際に指が掛かる面）
までの距離（図１のＤ）が、４５ｍｍである。また、基部５１と操作部５からなる操作体
５２を下側位置にしたときに、操作部５（操作体５２）の上下方向中心の高さ位置が、取
手３の上下方向中心の高さ位置と同じになる。これにより、少なくとも操作部５（操作体
５２）が下側位置にあるときに、一般的な体格の成人が操作部５に親指を載せた状態で、
取手３の凹部３１に他の指が掛かるものとなっている。なお、このように、操作部５に親
指を載せた状態で、取手３の凹部３１に他の指を掛けられるようにするためには、操作部
５の左側（障子１側）の端部から、取手３の凹部３１の左側の見込面までの距離（図１の
Ｄ）が、３５～５０ｍｍであることが望ましい。そして、基部５１が縦枠２の内部におい
てデッドボルト４１と接続されており（接続機構は図示省略）、操作部５（操作体５２）
を動かして上側位置にすると（図１の実線）、錠４のデッドボルト４１が縦枠２の戸当面
から突出して施錠状態となり、下側位置にすると（図１の二点鎖線）、錠４のデッドボル
ト４１が縦枠２の戸当面に没入して解錠状態となる。
【００１４】
　次に、この操作部５及び取手３を操作して障子１を開ける場合の動作について説明する
。当初、障子１が閉じられ、操作部５（操作体５２）が上側位置にあって錠４により施錠
された状態であるとする。この状態から障子１を開けるには、まず、図３（ａ）に示すよ
うに、右手の親指Ｔの腹を、操作部５に上側から当接させる。次に、図３（ｂ）に示すよ
うに、操作部５に掛けた親指Ｔにより操作部５（操作体５２）を押し下げて、錠４を解錠
する。次に、図３（ｃ）に示すように、操作部５に親指Ｔの腹を載せた状態で、取手３の
凹部３１に他の指Ｆを掛ける。そして、そのまま他の指Ｆで障子１を左側に摺動させて開
く。
【００１５】
　また、このように右手のみで錠４の解錠操作と障子１の開操作を行うのではなく、両手
で操作してもよい。その場合は、右手の何れかの指を操作部５に上側から当接させ、操作
部５（操作体５２）を押し下げて錠４を解錠し、左手の何れかの指を取手３の凹部３１に
掛けて、障子１を左側に摺動させて開く。
【００１６】
　このように構成した本発明の建具によれば、錠４の操作部５を障子１ではなく縦枠２に
設けてあるので、障子１の戸先框１１には取手３のみを設ければよく、戸先框１１の見付
幅を細くすることができる。そして、錠４の操作部５が、障子１側に向けて、取手３の室
内側に近接しており、また少なくとも操作部５が下側位置にあるとき、すなわち錠４の解
錠時に、一般的な体格の成人が操作部５に親指Ｔを載せた状態で、取手３の凹部３１に他
の指Ｆが掛かるものとなっているので、障子１を開く際、片手での操作、すなわち一方の
手で錠４の操作部５を下げて解錠し、そのまま同じ手を取手３に掛けて障子１を開く操作
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が容易である。また、錠４の操作部５が、障子１側に向けて、取手３の室内側に近接して
いるので、障子１を開く際、両手での操作、すなわち一方の手で錠４の操作部５を下げて
解錠し、他方の手を取手３に掛けて障子１を開く操作も容易である。
【００１７】
　本発明は、上記の実施形態に限定されない。たとえば、本発明の建具は、玄関引戸以外
の種々の用途にも用いられるものであり、障子は引き違いのほか、片引き、引き分けなど
であってもよいし、テラスやガーデンルームなどに設けられる、複数枚のパネル体を伸縮
自在に連結したルーバー引戸であってもよい。また、錠は、障子の移動を規制するもので
あればよく、障子と縦枠を直接連結して施錠するものに限られない。たとえば、障子が上
記のルーバー引戸であって、障子と縦枠の間に、限られた範囲だけ障子の開閉方向に移動
可能であって障子と結合・分離可能な可動枠を備え、可動枠を障子と結合させて移動させ
ることで、ルーバー引戸がある程度開いて防犯性を確保しつつ通気が可能となり、可動枠
を障子と分離させることで、障子が開閉自在となる建具において、縦枠と可動枠を連結し
て施錠するための錠であってもよい。この場合の錠は、障子（ルーバー引戸）と縦枠を直
接連結して施錠するものではないが、可動枠を介して障子の移動を規制するものであり、
これも本発明の建具の錠に相当し、この建具も本発明に含まれる。さらに、取手や操作部
の形状は、指を掛けて操作することができるものであれば、どのようなものであってもよ
い。
【符号の説明】
【００１８】
　　　１　障子
　　　２　縦枠
　　　３　取手
　　　４　錠
　　　５　操作部
【図１】 【図２】
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